
�　���第23回こども環境会議�
　���～未来のために私たちが今できること、守ろう草津の宝～
　こどもと大人が、日頃のエコ活動を発表します。
● 交流の部
　他のグループへの取材を通じて交流する「エコ活動取材ラリー」と、身
近な環境を良くするために参加者全員で話し合う「こどもと大人の環境井
戸端会議」を行います。

 来年 2月 1日㈯ 13：00～16：00
所  くさつエコスタイルプラザ（馬場町、クリーンセンター 2階）
他 参加したこどもたちに記念品あり
● 展示の部
　各グループのエコ活動をまとめた壁新聞などを展示します。
・前期�  来年 2 月 5 日㈬～18日㈫ 9：00～16：00（日曜日、祝日を除く）
　　　所  くさつエコスタイルプラザ（馬場町、クリーンセンター 2階）
・後期�  来年 2 月22日㈯、23日（日・祝） 10：00～17：00
　　　所  イオンモール草津 2 階 イオンホール（新浜町）
● 情報発信の部
　各グループの環境活動をY
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ouTubeのくさつチャンネルで配信します。
 来年 2月14日㈮～ 3 月28日㈮

申・問 �環境政策課（ 1階）☎561-2341、561-2479
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問 �まちづくり協働課（ 2階）
　☎561-2324、561-2482

まちづくり協議会の取り組み紹介まちづくり協議会の取り組み紹介
笠縫学区まちづくり協議会

　「みんなが主役」
「次世代を育む」
「互いに尊重し合
う」を行動姿勢
に『みんなが主
役  いきいきつな
がるまち 笠縫』
を目標に活動し
ています。
　その中でも、
笠縫学区まちづくり計画の課題でもある「働きに出
ている人も地域に関わりやすい仕組みづくり」や「や
りがいを感じて取り組める地域活動の工夫」などを
話し合いながら、次世代につなげるまちづくり事業
を展開しています。
　この活動部隊を「笠縫ツナガリ隊」と名付け、今
年で 4 年目の活動となります。メンバーは30～80歳
代で構成され、誰かに強制され、義務的に活動を続
けるのではなく、地域住民同士が協力し合い、無理
なく、できるときに「楽しみながら」活動をしてい
るのが特徴です。

　活動は、笠縫小学校 2 年生とのサツマイモの苗植
えと収穫、畑栽培したサツマイモ・えだ豆・玉ねぎ
の地域住民との収穫祭、ツナガリ発表会の他、恒例
のふれあい広場の企画から運営などにも関わり、心
強い存在となっています。
　自分の予定に合わせて、時間を問わず参加できる
活動、和気あいあいとした雰囲気が笠縫ツナガリ隊
です。
　子育て世代だけでなく、地域の先輩たちなど協力
してもらえる地域の存在があるからこそ、笠縫ツナ
ガリ隊の活動が円滑に進んでいます。

次世代につなげるまちづくり

地球冷やしたいセミナー�
第 8回「窓断熱を�
学んでみよう！」
　草津市エコ・アクション・ポイン
ト対象事業です。冬の寒さや夏の暑
さを緩和させるには「窓断熱」の工
夫が重要です。ヒートショックや熱
中症を減らすなど健康面のメリット
の他、光熱費の節約にもつながりま
す。あなたも「窓断熱」の対策の工
夫について学んでみませんか。

 12月20日㈮ 14：00～15：00
所  キラリエ草津 5 階 501会議室
　（大路二）
対  市内在住の人　定  30人〔先着順〕
申  12月 6 日㈮～19日㈭に、住所・

氏名・電話番号を書いて、電話
かファクス、Eメールで

申・問 �温暖化対策室
　（馬場町、クリーンセンター 2階）
　☎561-6581、561-6584
　ondanka@city.kusatsu.lg.jp

　令和 3（2021）年 5 月に障害者差別解消法が改正され、今年 4 月 1 日から事業所の「合理的配慮の提供」が
義務化されました。この法律では、対象を行政機関等及び事業者としていますが、差別をなくすことは国民
一人一人に求められることです。障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生き
る社会の実現をめざしましょう。

12月3日㈫～9日㈪は「障害者週間」
「合理的配慮の提供」について考えよう！

問 障害福祉課（ 1階）☎561-6972、561-2480

　障害のある人から、社会の中に
あるバリア（障壁）を取り除くため
の何らかの対応を必要としている
との意思が伝えられたときに、負
担が重過ぎない範囲で対応を行う
ことです。障害のある人からの申
出の中には、対応が難しいものも
あります。その際は、障害のある
人と事業者などが建設的に話し合
い、お互いに理解し合いながら共
に対応案を検討していくことが重
要です。

合理的配慮の提供とは

　社会の中にあるバリアを取り除くための対応については、障害のあ
る人と事業者などが対話を重ね、一緒に解決策を検討していくことが
重要です。このような双方のやり取りを「建設的対話」と言います。
障害のある人からの申し出への対応が難しい場合でも、障害のある人
と事業者などがお互いに持っている情報や意見を伝え合い、建設的対
話に努めることで、目的に応じた対応策を見出すことができます。

建設的な対話とは

　市では、合理的配慮の提供の普及のために、事業者や町内会などに
出前講座を実施しています。希望する人は、担当課にお問い合わせく
ださい。

「合理的配慮の提供」の出前講座を実施しています！

父と子のカップケーキ作り教室（初心者編）
　父と子で協力して、卵と牛乳不使用のかわいいカップケーキ作りを楽し
みませんか。初心者大歓迎です！
● 講座�①クリスマス向け ②バレンタイン向け

 ①12月21日㈯ 10：00～12：00�②来年 1月18日㈯ 10：00～12：00
　（各9：45～受付）
所  キラリエ草津 5 階 調理室
対  市内在住か通勤・通学をしている、① 3 歳～未就学児とその父親 ②小学

生とその父親
定 ①②各 9組〔先着順〕　￥ 1,200円　他  その他の保護者との参加も可
申  12月 3 日㈫～、保護者氏名（カタカナ）・連絡先・子どもの年齢と人数・

アレルギーの有無・希望の講座名を伝えてください
申・問 �男女共同参画センター（大路二、キラリエ草津 5階）
　 �☎565-1550、565-1518、danjo@city.kusatsu.lg.jp

 日時・期間　所  場所　対  対象　定  定員　￥  費用（記載がない場合無料）他  その他　申  申し込み・応募方法　問  問い合わせ先
〒 市役所への郵送は、〒525‐8588 草津市役所〔課名など〕　☎・  市外局番は「077」　 70 市制施行70周年記念事業　
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お知らせお知らせ

�　���消防出初式
　地域の防火・防災意識
を高め、安全で住みよい
まちをめざすため、消防出初式を開
催します。今回は市制施行70周年記
念として、立命館大学によるセレモ
ニーや記念植樹、消防車両からの放
水も行います。

 来年 1月12日㈰
　 1 部��式典（ 9：00～） 
　　　��所 市役所 2階 特大会議室
　 2 部��訓練（10：15～） 
　　　��所 市役所 東側道路
　 3 部��記念植樹（11：30～）
　　　��所 市役所 アクアプラザ
他  荒天の場合は式典のみ
問 �危機管理課（ 1階）��

☎561-2325、561-6852
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